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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 生 体 組 織 に エ ネ ル ギ ー を 印 加 し て 加 熱 治 療 を 行 う 加 熱 治 療 装 置 で あ っ
て 、
　 治 療 の た め の エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 と 、
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 に 接 続 さ れ 、 当 該 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 か ら 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ
ー を 反 射 す る エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 を 備 え た 、 エ ネ ル ギ ー 出 力 手 段 と 、
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 の 位 置 お よ び 角 度 を 変 化 さ せ る 駆 動 手 段 と 、
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 で 反 射 さ れ る こ と に よ っ て 出 射 さ れ る エ ネ ル ギ ー の 出 射 機 能 に
関 す る 情 報 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
　 前 記 検 出 手 段 の 検 出 結 果 を 用 い て 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 の 動 作 状 態 を 制 御 す る エ ネ
ル ギ ー 制 御 手 段 と

す る こ と を 特 徴 と す る 加 熱
治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状 態 を 監 視 す る 監 視 手 段 を 更 に 有 し 、
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 制 御 手 段 は 、 更 に 前 記 監 視 手 段 か ら の 出 力 結 果 を 用 い て 、 前 記 エ ネ ル ギ
ー 供 給 手 段 の 動 作 状 態 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 が 所 定 位 置 に あ る と き に 前
記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 か ら 出 射 さ れ る エ ネ ル ギ ー を 検 出 す る エ ネ ル ギ ー 検 出 部 を 備 え 、 当

を 有 し 、
　 前 記 検 出 手 段 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 の 往 復 運 動 を 検 出



該 エ ネ ル ギ ー 検 出 部 に お け る 検 出 の 時 間 間 隔 を 求 め る こ と に よ り 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段
の 往 復 運 動 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 が 所 定 位 置 に あ る こ と を 検
出 す る 位 置 検 出 部 を 備 え 、 当 該 位 置 検 出 部 に お け る 検 出 の 時 間 間 隔 を 求 め る こ と に よ り 前
記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 の 往 復 運 動 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 加 熱 治 療
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 が 第 １ の 位 置 に あ る こ と を
検 出 す る 位 置 検 出 部 と 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 が 第 ２ の 位 置 に あ る と き に 前 記 エ ネ ル ギ
ー 反 射 手 段 か ら 出 射 さ れ る エ ネ ル ギ ー を 検 出 す る エ ネ ル ギ ー 検 出 部 と を 備 え 、 前 記 位 置 検
出 部 と 前 記 エ ネ ル ギ ー 検 出 部 と に お け る 検 出 の 時 間 間 隔 を 求 め る こ と に よ り 前 記 エ ネ ル ギ
ー 反 射 手 段 の 往 復 運 動 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 更 に 、 加 熱 治 療 さ れ る 生 体 組 織 の 表 面 温 度 を 検 出 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 が 所 定 位 置 に あ る と き に 前
記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 か ら 出 射 さ れ る エ ネ ル ギ ー を 検 出 す る １ つ の エ ネ ル ギ ー 検 出 部 を 備
え 、 当 該 エ ネ ル ギ ー 検 出 部 に お け る 検 出 の 時 間 間 隔 を 求 め る こ と に よ り 前 記 エ ネ ル ギ ー 反
射 手 段 の 往 復 運 動 を 検 出 す る と と も に 、 当 該 エ ネ ル ギ ー 検 出 部 に よ り 前 記 生 体 組 織 の 表 面
温 度 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 検 出 手 段 の 検 出 結 果 を 用 い て 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 か ら 出 射
さ れ る エ ネ ル ギ ー の 出 射 機 能 に 関 す る 診 断 を 行 う 診 断 手 段 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ６ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 反 射 手 段 の 両 側 部 に 設 け ら れ た 突 起 部 を 摺 動 可 能 に 支
持 す る た め の 一 対 の 溝 部 が 形 成 さ れ た 壁 部 材 を 更 に 有 し 、
　 前 記 壁 部 材 は 、 前 記 検 出 手 段 が 設 置 さ れ る 収 容 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～
８ の い ず れ か に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 検 出 手 段 は 、 光 セ ン サ ま た は 温 度 セ ン サ を 備 え る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 は 、 外 枠 を 構 成 す る 第 １ の 筐 体 を 備 え 、 前
記 エ ネ ル ギ ー 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ の 筐 体 と は 別 体 と さ れ た 外 枠 を 構 成 す る 第 ２ の 筐 体 を
備 え 、
　 前 記 加 熱 治 療 装 置 は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 制 御 手 段 に 接 続 さ れ る 遠 隔 操 作 手 段 と 、 前 記 エ ネ
ル ギ ー 供 給 手 段 お よ び 前 記 エ ネ ル ギ ー 制 御 手 段 を 接 続 す る 少 な く と も 一 つ の 信 号 伝 達 手 段
と 、 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 遠 隔 操 作 手 段 は 、 操 作 者 に よ り 踏 ま れ る こ と に よ っ て 前 記 エ ネ
ル ギ ー 供 給 手 段 の 動 作 を 促 す 信 号 を 出 力 す る フ ッ ト ス イ ッ チ 手 段 と 、 加 熱 治 療 装 置 の 所 定
の 状 態 に 連 動 し て 前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 の 動 作 を 停 止 す る 信 号 を 出 力 す る イ ン タ ー ロ ッ
ク ス イ ッ チ 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 は 、 レ ー ザ 光 を エ ネ ル ギ ー と し て 供 給 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ２ に 記 載 の 加 熱 治 療 装 置 。
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